
�３ 所得者別青色申告者

階 級 区 分 営 業 等 所 得 者 農 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者 計

人 人 人 人

７０万円以下 ２，７６２ ６６ ６２８ ３，４５６

１００ 〃 ５，８０９ １８６ １，２９６ ７，２９１

１５０ 〃 １４，４７１ ８１３ ５，０５６ ２０，３４０

２００ 〃 １７，３３２ １，２５８ ７，２０６ ２５，７９６

２５０ 〃 １７，６２９ １，５３１ ８，４１６ ２７，５７６

３００ 〃 １５，９８８ １，６８７ ８，７８２ ２６，４５７

４００ 〃 ２３，７４３ ３，００２ １６，１３０ ４２，８７５

５００ 〃 １３，６５９ ２，２００ １３，７０８ ２９，５６７

６００ 〃 ７，７７４ １，３８３ １０，９７２ ２０，１２９

７００ 〃 ４，３４７ ７６３ ８，９０５ １４，０１５

８００ 〃 ２，５０６ ４４８ ７，１０７ １０，０６１

１，０００ 〃 ２，７９９ ４０５ １０，３６８ １３，５７２

１，２００ 〃 １，３４３ １６４ ６，４１６ ７，９２３

１，５００ 〃 １，３８７ ８５ ５，９１０ ７，３８２

２，０００ 〃 １，６７３ ４１ ５，３６８ ７，０８２

３，０００ 〃 １，５２４ １６ ４，４０４ ５，９４４

５，０００ 〃 １，１７３ ９ ２，７９９ ３，９８１

５，０００万 円 超 ６３４ １ １，３９３ ２，０２８

合 計 ※ １３６，５５３ ※ １４，０５８ ※ １２４，８６４ ※ ２７５，４７５

調査対象等：平成１４年分の申告所得税の納税者のうち、青色申告者について平成１５年３月３１日現在の合計所得により階級区分して、それぞれ
の分布状況を示した。

用語の説明：青色申告とは、納税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいて正確な申告と完全な納税をすることを目的として
設られている制度である。このため、一般の申告と区分するため青色の用紙で申告することになっているので、青色申告といわ
れている。青色申告が認められているのは事業所得、不動産所得及び山林所得であり、青色申告をした者には税務計算上種々の
特典がある。

�４ 所得者別青色申告者の累年比較

年 分

営 業 等 所 得 者 農 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者 計

人 員
左のうち
青 色
申 告 者

青色申
告者の
割 合

人 員
左のうち
青 色
申 告 者

青色申
告者の
割 合

人 員
左のうち
青 色
申 告 者

青色申
告者の
割 合

人 員
左のうち
青 色
申 告 者

青色申
告者の
割 合

平成１０年分

１１

１２

１３

１４

人

２１９，２９６

２９３，１３７

２８８，８４７

２７１，１７７

２５４，８７９

人

１２０，７７０

１５４，１０１

１５３，７１５

１４５，６５４

１３６，５５３

％

５５．１

５２．６

５３．２

５３．７

５３．６

人

２２，９６０

２７，９０１

２３，２０２

２１，９７６

２７，１１１

人

１０，９７３

１２，５９７

１１，３５０

１１，６７９

１４，０５８

％

４７．８

４５．１

４８．９

５３．１

５１．９

人

６０４，９３３

７０３，００５

６９８，０３１

６９５，２９８

６８４，５２８

人

１０６，０５０

１１５，８５２

１２０，４０８

１２３，６３６

１２４，８６４

％

１７．５

１６．５

１７．２

１７．８

１８．２

人

８４７，１８９

１，０２４，０４３

１，０１０，０８０

９８８，４５１

９６６，５１８

人

２３７，７９３

２８２，５５０

２８５，４７３

２８０，９６９

２７５，４７５

％

２８．１

２７．６

２８．３

２８．４

２８．５

（注）「２－１課税状況 �１本年分の課税状況」の人員により青色申告者の割合を算出した。

２ 申告所得税

４３




